
教育委員会定例会日程

平成２２年４月２６日

１ 開 会

２ 前回会議録の承認

３ 会議録署名委員の決定

４ 議事

日程第１

報告第３号

事務の臨時代理の報告（社会教育主事の任命）について （教育総務課）

日程第２

議案第６号

小田原市社会教育委員の一部委嘱替えについて （生涯学習政策課）

日程第３

議案第７号

小田原市郷土文化館協議会委員の一部委嘱替えについて （生涯学習政策課）

５ 協議事項

（１）平成２３年度小学校使用教科用図書の採択に係る今後の予定等について

（資料５ 教育指導課）

６ 報告事項

（１）平成２１年度下半期寄付採納状況について （資料１ 教育総務課）

（２）高等学校授業料の無償化に伴う小田原市奨学金給付事業の廃止について

（資料２ 学校教育課）

（３）小田原市生涯学習センター本館（けやき）の耐震診断結果について

（資料３ 生涯学習政策課）

（４）清閑亭を活用した観光交流事業の実証実験について （資料４ 文化財課）

７ 閉 会



報告第３号

事務の臨時代理の報告（社会教育主事の任命）について

小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年３月教

育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時代理したので、

同条第２項の規定により、これを報告する。

平成２２年４月２６日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男



社会教育主事の任命について

氏 名 所 属 職 名 発 令 年 月 日

齋藤 朋子 生涯学習政策課 主 査 平成２２年４月１日

◎参 考

○社会教育主事の職務（社会教育法第９条の３：抜粋）

１ 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。但し、

命令及び監督をしてはならない。

○社会教育主事の資格（社会教育法第９条の４：抜粋）

１ 大学に２年以上在学して６２単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、

次に掲げる期間を通算した期間が３年以上になる者で、社会教育主事の講習を修了し

たもの

イ 社会教育主事補の職にあった期間

ロ 官公署又は社会教育関係団体における社会教育に関係のある職で文部科学大臣の

指定するものにあった期間

ハ 官公署又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務

であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文

部科学大臣が指定するものに従事した期間（イ又はロに掲げる期間に該当する期

間を除く。）

３ 大学に２年以上在学して、６２単位以上を取得し、かつ、大学において文部科学省

令で定める社会教育に関する科目の単位を取得した者で、第１号のイからハまでに揚

げる期間が１年以上になるもの



議案第６号

小田原市社会教育委員の一部委嘱替えについて

小田原市社会教育委員の一部委嘱替えについて、議決を求める。

平成２２年４月２６日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男



小田原市社会教育委員候補者名簿

【 候 補 者 】

選 出 区 分 学 校 教 育 関 係 者

氏 名 夏
なつ

苅
かり

宏
ひろし

住 所 小田原市中里

生 年 月 日 昭和３０年

備 考 小田原市立山王小学校長

委 嘱 期 間 平成２２年７月３１日まで

【 前 任 者 】

選 出 区 分 学 校 教 育 関 係 者

氏 名 音 淵 洋 子



社 会 教 育 委 員 名 簿

任期：平成20年8月1日～平成22年7月31日

役 職 選出区分 氏 名 備 考

議 長 学 識 経 験 者 今 村 洋 一 市議会議員

副議長 学 識 経 験 者 岩 城 葉 子 ボーイスカウト小田原国際委員

委 員 学 識 経 験 者 安 藤 誠 二 公 募

〃 学 識 経 験 者 石 川 信 雄 自治会総連合会長

〃 社会教育関係者 遠 藤 豊 子
生涯学習きらめき☆

おだわら塾運営委員長

〃
家庭教育の向上に資

する活動を行う者
駒 場 優 子 東京都スクールカウンセラー

〃 社会教育関係者 鈴 木 敦 子 市ＰＴＡ連絡協議会

〃 学 識 経 験 者 鈴 木 眞 理 青山学院大学文学部教授

〃 学 識 経 験 者 瀬 沼 克 彰 桜美林大学名誉教授

〃 学 識 経 験 者 中津川 悦 子 市文化連盟副会長

〃 学校教育関係者 夏 苅 宏 山王小学校

〃 学校教育関係者 野 﨑 裕 司 国府津中学校

※平成22年2月、公募委員1名が亡くなられたため、現在12人。

※委員は五十音順（平成２２年４月２６日現在）

○



議案第７号

小田原市郷土文化館協議会委員の一部委嘱替えについて

小田原市郷土文化館協議会委員の一部委嘱替えについて、議決を求める。

平成２２年４月２６日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男



小田原市郷土文化館協議会委員候補者名簿

【候補 者】

選 出 区 分 学校教 育関 係者

氏 名 杉崎
すぎ ざき

憲男
の り お

住 所 小田原 市蓮 正寺

生 年 月 日 昭和２ ５年

備 考 小田原 市立 酒匂 小学 校

委 嘱 期 間 平成２ ３年 ８月 ３１ 日ま で

【前任 者】

選 出 区 分 学校教 育関 係者

氏 名 齋藤 千秋



小田原市郷土文化館協議会委員名簿

役 職 選出区分 氏 名 職 業 備 考

委員長 学識経験者 一寸木 肇 上 大 井 小 学 校 校 長 自然（甲殻類）

副委員長 〃 奥野 花代子 元・県立生命の星･地球博物館専門学芸員 博物館学

委 員 〃 明石 新 平塚市博物館館長 考古学・古代史

〃 〃 渋谷 武美 西相美術協会会員 美術（彫 塑）

〃 〃 鳥居 和郎 神奈川県立歴史博物館企画普及課長 歴史（中世史）

〃 〃 中村 ひろ子 神奈川大学大学院特任教授 民 俗

〃 〃 廣谷 浩子 県立生命の星･地球博物館主任学芸員 自然（哺乳類）

〃
小学校長

代表
杉崎 憲男 酒匂小学校長 （新任）

〃
中学校長

代表
野﨑 裕司 国府津中学校長

任期：平成２３年８月３１日まで
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資料５

平成２２年度【平成２３年度使用】小学校教科用図書採択の今後の予定（案）

会 議 名 日時・場所 出席者 内 容

教育委員会

定例会・協議会

４/２６（月）

１９：００～

教育委員 ・ 採択に係る今後の予定

・ 採択基本方針の検討

教育委員会

定例会・協議会

５/２５（火）

１９：００～

教育委員 ・ 採択基本方針の決定

第１回小田原市教科用

図書採択検討委員会

５/２８（金）

１５：３０～

合庁

採択検討委員

７＋３＝１０

・ 採択基本方針確認

・ 調査研究の方向性や日

程等の検討

第１回調査員会 ６/３（木）

１３：３０～

合庁

採択検討委員長、

副委員長

各調査員 32名

[下郡含む]

２＋３２＋３＋４＝４１

・ 調査員の委嘱

・ 調査研究について

第２回・３回調査員会 ６/７（月）

～７/９（金）

の間で２回

・ 調査員の都合で会場と

日時を決定

第４回調査員会 ７/１２（月）

１３：３０～

合庁

採択検討委員長、

副委員長

各調査員 32名

[下郡含む]

２＋３２＋３＋４＝４１

・ 調査研究報告書の作成

・ 調査研究報告

教科書展示会 ６月１８日（金）

～７月１日（木）

小田原合同庁舎

２階 9:00～17:00

一般市民・教員

教育委員会関係者

第２回小田原市教科用

図書採択検討委員会

７/１６（金）

１３：３０～

合庁

採択検討委員

調査員代表 10 名

７＋１０＋３＝２０

・ 調査研究報告

・ 質疑及び協議

教育委員会

臨時会・協議会

７/２６（月）

１９：００～
教育委員 ・ 採択理由の協議①

教育委員会

定例会・協議会

７/２９（木）

１９：００～
教育委員 ・ 採択理由の協議②

・ 採択の決定

事務局 西村 泰和 教育指導課長

長澤 貴 教職員担当課長

桒畑 寿一朗 教育指導課長補佐
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平成２３年度使用 小学校教科用図書 採択検討委員 (７名)

No 所 属 氏 名 備 考

１ 小田原市教育委員会 前田 輝男 教育長

２ 小田原市教育委員会 教育委員

３ 小田原市小学校長会 山口 実 足柄小学校 校長

４ 小田原市中学校長会

５ 小田原市小学校教育研究会 二宮 正隆 久野小学校 校長

６ 小田原市中学校教育研究会

７ 小田原市小学校教員代表 小学校 総括教諭

８ 小田原市中学校教員代表

９ 小田原市ＰＴＡ連絡協議会 会長

１０ 小田原市ＰＴＡ連絡協議会 副会長

調査員 名簿 (小田原市２２名＋下郡１０名＝３２名)

教科等 調査員氏名（学校名）

国 語 （下郡）

書 写 （下郡）

社会と地図 （下郡）

算 数 （下郡）

理 科 （下郡）

音 楽 （下郡）

図画工作 （下郡）

家 庭 （下郡）

保 健 （下郡）

生 活 （下郡）
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教 科 用 図 書 採 択 方 針 （案）

小田原市教育委員会

１ 平成２３年度使用教科書の採択について

（１） 小学校用教科書・中学校用教科書及び特別支援学校用教科書は、学校教育法附則第

９条の規定による教科書を除き、「教科書目録（平成２３年度使用）」に登載されてい

る教科書のうちから採択すること。

（２） 小田原市教科用図書採択検討委員会は教科書の採択についての協議の結果において、

種目ごとの種類を絞り込むことなく、すべての調査研究の結果を報告すること。平成

２３年度使用小学校用教科書については、「小学校用教科書目録（平成２３年度使用）」

に登載されている教科書から採択する。なお、平成２３年度使用中学校用教科書につ

いては、平成２１年度に採択したものと同一の教科書を採択する。特別支援学級用教

科書については、児童生徒の障害の種類、能力、適正等をかんがみ、最もふさわしい

内容のものを採択すること。

（３） 小田原市教育委員会は、採択の公正確保に向けて、採択事務の円滑な遂行に支障を

きたさない範囲で、採択にいたる経過、採択理由などを公開し、開かれた採択に努め

るとともに、外部からの不当な働きかけ等により採択が歪められないよう、静ひつな

採択環境を確保すること。

２ 教科用図書採択基準

（１） 文部科学省の「教科書編集趣意書」、県教育委員会の「調査研究の結果」等を踏まえ、

学習指導要領に基づいて調査研究し、採択する。

（２） 採択権限を有する者の責任において、公明・適正を期し、採択する。

（３） 学校、児童･生徒、地域等の特性を考慮して採択する。
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小田原市教科用図書採択検討委員会 設置要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、小田原市教科用図書採択検討委員会（以下「検討委員会」という。）

の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 小田原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が行う教科用図書の採択に関し、

必要な事項を調査検討することを目的として検討委員会を設置する。

（組織）

第３条 検討委員会は、おおむね次に掲げる機関・団体の構成員等から選出した者をもっ

て構成する。

（１） 教育委員会 ２名

（２） 校長会 ２名

（３） 教育研究会 ２名

（４） 教員 ２名

（５） 保護者 ２名

（６） その他、教育委員会が必要と認める者

２ 委員の任期は当該年度の末までの１年とする。

（役員）

第４条 検討委員会に委員長１名及び副委員長１名を置くものとし、委員長、副委員長は

委員の中から互選により定める。

２ 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。

（会議）

第５条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。

２ 検討委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって開くことができる。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
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（調査員）

第６条 検討委員会は、専門事項を調査するため調査員を置くことができる。

２ 調査員は、学校教育に経験豊かな者のうちから委員長が委嘱する。

３ 調査員の任期は、その都度教育委員会が定める。

４ 調査員は県教育委員会から提示された資料等を参考にして、教科用図書を調査研究し、

また、採択に関し必要な資料を作成し、検討委員会に報告するものとする。

５ 教科用図書の調査研究については、足柄下採択地区協議会と相互に協力して行う。

（委員及び調査員の要件）

第７条 委員及び調査員は、教科用図書の採択に直接の利害関係を有しない公正な立場の

者を持って充てる。

（庶務）

第８条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育指導課に事務局を置き処理する。

（会計年度）

第９条 検討委員会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項については、

委員長が定める。

付 則

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

２ 平成２１年５月２１日 一部改正

















































1

平成２１年度下半期寄付採納状況について

金銭

寄 付 者 寄 付 金 額 寄付目的 備考

１
小田原市栄町 1－５－２2

株式会社 中村屋
51,000円 青少年健全育成のため

学校図書を購入

予定

演劇無料提供

寄 付 者 公 演 名 寄付目的 備考

１ 横浜市青葉区あざみ野１－

２４－７

四季株式会社 代表取締役

社長 浅利 慶太

「こころの劇場」

劇団四季ミュー

ジカル

『エルコスの祈り』

青少年の情操教育のため

小田原市立小学

校に通う小学４年

生等に対する公

演

物品

寄 付 者 寄 付 物 品 見 積 額 使 途 先

１
小田原市寿町５－１２－

３１

小田原ロータリークラブ

会長 簑島 恭夫

児童用図書「１年生のための

学級文庫 全８巻」ほか
447,351 円

三の丸小学校、新玉小学

校、大窪小学校、片浦小学

校、国府津小学校、酒匂小

学校、町田小学校、山王小

学校、早川小学校への児童

図書の寄付として

２ 小田原市中曽根３５５－

５

小田原市立東富水幼稚

園 保護者と教師の会

会長 松村直子

のびのびベーシックロッカー

４台
502,518 円

東富水幼稚園の備品とし

て

３
匿名

図書 飯田和著「花とともに」

１０７冊
321,000 円

市内各小中学校等の図書

の寄付として

４ 小田原市酒匂６－８－

２６

小田原市立酒匂幼稚園

保護者と教師の会

会長 加藤 秀子

巧技台用はしご、ビデオカメ

ラ、積み木セット 各１
201,747 円 酒匂幼稚園の備品として

５

小田原市扇町５－７－

１０

柳川 明夫

図書「聞做草子」１２冊 23,940 円
市内中学校国語科教諭

等への図書の寄附として

資料１
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６ 匿名 乗用芝刈り機１台及び消耗

品（替刃など）
1,218,500 円

下府中小学校の備品とし

て

７

匿名 刺繍針ほか 222,985 円

教育委員会、小学校な

ど、有効活用できる所へ

の品物の寄附として

８
匿名

ノートパソコン、デスクトップ

パソコン各１台
117,600 円 酒匂中学校の備品として

９ 小田原市堀之内１番地

相模読売会西部支部

支部長 綿貫 徹

図書「ポケモンといっしょに

おぼえよう！ことわざ大百

科」 計４５２冊

271,200 円
市内市立小学校の各クラ

スへの図書として

10 株式会社みずほフィナ

ンシャルグループ

株式会社損保ジャパン

明治安田生命保険相互

会社

第一生命保険相互会社

黄色いワッペン 28,390 円
市立小学校新入学児童

への配布物として

11
匿名 舞台幕一式 84,000 円

小田原市立前羽幼稚園の

備品として

12 小田原市南鴨宮３－２５

－１

富士見小学校ＰＴＡ

会長 柏木 英幸

カラー大玉（白）１個、電気集

塵機、台車、スチール一輪

車（手押し車） 各１台

角型ホームショベル５本

109,960 円
小田原市立富士見小学

校の備品として

13 小田原市飯田岡４８１

小田原市立富水小学校

ＰＴＡ 会長 鶴井 正

幸

折りたたみ椅子８５０脚、折り

たたみ椅子用台車 ２台、校

章用額縁 １枚

3,935,715 円
小田原市立富水小学校

屋内運動場備品等として

14
匿名

鉛筆セット（鉛筆５本、鉛筆

削り１つ） １８００セット
234,000 円

市内市立小学校新入学

児童への配布物として

15 小田原市扇町１－３０－

１３

小田原ガス株式会社

取締役社長 原 義明

ビルトインコンロ、オーブン、

自立ユニット 各１６台、テー

ブルコンロ ３台

5,803,770 円

生涯学習センターけやき、

尊徳記念館、川東タウン

センターマロニエの備品と

して

16 小田原市成田９３７ テ

クノランド小田原協同組

合内

トラック協会 小田原地

域支部 支部長 高野

菊男

横断旗５００本、横断旗入れ

５０個
134,000 円

児童の交通安全のための

横断旗として

17 小田原市柳新田１２９－

３

小田原市立報徳幼稚園

平成２１年度終了児保

護者代表 横山 智里

DVD ６セット 73,440 円 報徳幼稚園教材として

18 小田原市柳新田１２９－

３

小田原市立報徳幼稚園

保護者と教師の会 会

長 横山 智里

プロジェクター １台

ビデオカメラ １台
143,607 円 報徳幼稚園用として
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19
匿名 ワンタッチ日除け １張り 71,000 円 下中幼稚園の備品として

20 小田原市中村原６９７－

１３

橘環境ボランティアクラ

ブ 代表 石塚 八郎

おかめ桜 １本 6,720 円
下中幼稚園への寄付とし

て

21 小田原市矢作２３１

小田原市立矢作幼稚園

保護者と教師の会

会長 大角 幸子

のびのびベーシックロッカー

６台、スポーツバルーン１つ
482,000 円 矢作幼稚園の備品として



高等学校授業料の無償化に伴う小田原市奨学金給付事業の廃止について

平成５年度から、経済的理由により学校教育法に規定する高等学校の課程の修学が困難な

者に対し、奨学金として授業料相当額を支給してきたが、平成２２年３月３１日「公立高等

学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」が成立し、４月

１日施行となり、公立高等学校の授業料が無償化されるとともに、高等学校等就学支援金が

創設されることから、本市が実施している奨学金給付事業と重複するため、平成２２年度か

ら本事業を廃止する。

【小田原市奨学金給付事業の概要】

１ 対象者 本市在住で高等学校(通信制を除く)に在学し、高等学校の修学に対して経

済的な不安がある家庭で学業成績が優良な生徒

２ 給付内容等 月額９，０００円 (年額１０８，０００円)

３ 平成２２年度予算額 ９，０２２，０００円

【公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金事業の概要】

１ 対象となる学校 国公私立の高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高

等部）、高等専門学校（１～３年生）、専修学校等・各種学校等

２ 支給内容等

①公立高等学校（中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）を含む）

・ 国費負担により授業料は不徴収とし、地方公共団体に対して授業料収入相当額を

国費により負担する。 （月額９，９００円、年額１１８，８００円）

②私立高等学校等

・①以外の高等学校等の生徒については、高等学校等就学支援金として授業料につい

て、所得に応じて一定額を助成(学校設置者が代理受領する)

・年収２５０万円未満 → 年額２３７，６００円が支給

・年収２５０～３５０万円未満程度 → 年額１７８，２００円が支給

・年収３５０万円以上 → 年額１１８，８００円が支給

資料２
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建設年度

構造

階数

建築面積

延床面積

2

（1） Is値 ※ （構造耐震指標）

４ 階 0.79 0.67

３ 階 0.48 0.53

２ 階 0.39 0.41

1 階 0.53 0.70

設計基準強度 N/m㎡

試験結果 N/m㎡

★Is値の目安 ( 国土交通省告示から )

Is値 ０．３未満 ・・・ 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

Is値 ０．３以上０．６未満 ・・・ 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

Is値 ０．６以上 ・・・ 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

3 今後の対応

小田原市生涯学習センター本館(けやき)の耐震診断結果について

生涯学習センター本館（けやき）の耐震診断については、平成２１年１１月から実施して
まいりましたが、このたび３月に耐震診断が終了し、報告書が提出されました。
耐震診断の結果、補強が必要とされる数値（Is値が0.6以下）を示す箇所があることか

ら、継続使用していくために、耐震改修工事が必要であるとの診断内容でありました。

生涯学習センター本館（けやき）の概要

昭和５４年～５５年

鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）

地上４階

２，３５０．２６㎡

階 数
Ｘ方向

（東西方向）
Ｙ方向

（南北方向）
←
Y
方
向
→

（
南

北

）

生涯学習センター
本館（けやき）

（東 西）

20.9～23.1

６，３７８．５９㎡

診断結果の概要

※ Is値とは

Is値とは構造耐震指標といい、耐震診断において判断基準となる数値で、地震に強い構造か
どうかを表す数値をいう。これは建物の壁量や形状などから算出される指標で、配置バランスが
良く、壁の量が多いほど高い値になり、Is値が高ければ高いほど耐震性能が高いことを示す。

国等の建築物の耐震化の支援に係る制度を活用して、順次、設計、耐震改修を実施
してまいりたいと考えております。

← X方向 →

（2） 調査項目毎の結果

履歴外観調査 不同沈下は見られない

コンクリート強度
20.6

資料３
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清閑亭を活用した観光交流事業の実証実験について

１ 概要

観光交流の視点から地域に根ざした活動を行う団体が主体となって、地域の資源を活用した

観光交流に資する観光まちづくり活動を展開することを目的とし、国登録有形文化財である清

閑亭において、無尽蔵プロジェクト「ウォーキングタウン小田原」における街歩きの拠点とし

ての活用を図るとともに、小田原城等の史跡や別邸建築を生かした観光まちづくりに向けた観

光交流事業の実証実験を実施する。

２ 事業内容

本事業は、地域資源を活用し地域活性化に取り組む事業者（商工観光団体、民間事業者等）

が、地域資源の発掘、集客イベントの開催などの観光交流事業の企画実施、観光客の受入体制

整備など観光まちづくりを推進するために、神奈川県が実施する「神奈川らしい観光交流企画

開発事業業務」の対象事業である。

（１）実証実験の実施団体

特定非営利活動法人小田原まちづくり応援団（以下、「NPO法人小田原まちづくり応援団」と略す。）

所在地：小田原市東町 4-4-6

代表者：平井丈夫 会員数：14人

（２）実施期間（予定）

平成 22年 6月 1日から平成 24年 3月 31 日まで

（３）事業の内訳

ア 地域資源を活用した観光交流事業の企画開発実施

・街歩きの拠点としての活用

・各種イベントの実施

・史跡等地域資源の情報発信 等

イ 観光交流受入体制整備

・観光まちづくりセミナー、ワークショップ等の開催

ウ 事業報告書の作成

（４）事業規模等

神奈川県から NPO 法人小田原まちづくり応援団への委託予定額

・平成 22年度 ····· 16,170 千円

・平成 23年度 ···約 20,000 千円

（５）清閑亭の概要

参考資料のとおり
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「史跡小田原城跡 三の丸外郭清閑亭土塁」及び

「国登録有形文化財 清閑亭」の概要について

１ 清閑亭土塁の概要

戦国時代の小田原城である「三の丸外郭」の南側の一画に位置し、敷地の南側一帯に土塁

及び堀の法面の遺構がよく残っている。この土塁及び堀は、小峯御鐘ノ台大堀切、三の丸外

郭新堀（アジアセンターＯＤＡＷＡＲＡ跡地付近）から続くもので、戦国時代に小田原北条

氏が築いた重要な城郭遺構と位置づけられていた。

平成１８年１月２６日付けで国指定史跡に追加指定された後、平成２０年１月２５日付け

で小田原市が第一生命保険相互会社から取得した。

２ 清閑亭の概要

明治時代の政治家で貴族院副議長の黒田長成（くろだながしげ）が別荘として明治末期か

ら大正初期に建築したもの。第一生命保険相互会社が大井本社の迎賓館用として取得した後、

平成１７年７月１２日付けで国の登録有形文化財に登録される。

その後、市が用地取得する際に寄付を受けた。

国指定史跡範囲（4,511.38 ㎡）

三の丸外郭
清閑亭

三の丸外郭清閑亭土塁および国登録有形文化財清閑亭 位置図

旧城内高校

参考資料
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清 閑 亭（旧黒田長成別荘）

国登録有形文化財 平成 17年 7月 12 日登録

所 在 地：小田原市南町 1-5-73

建築年代：明治末期～大正初期

延床面積：340.41 ㎡

構 造：木造平屋建・一部 2階（入母屋造瓦葺）



清閑亭写真

主屋外観

東棟外観 玄関


